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問  中学校進学を機に子どもたちがこれまで続けて
いた活動を断念せざるを得ない可能性があるが、当
市における部活動の地域展開の現状と進捗状況を伺
いたい。
答  国の新たなガイドラインでは、学校と地域が連
携して活動を支える地域展開の考え方のもと、令和
８年度から13年度までの６年間を改革実行期間と
位置付け、休日の地域展開を確実に実施するととも
に、平日の改革を段階的に進めることが示されてい
ます。
　また、愛媛県でも、改革実行期間の前期である令
和８年度から10年度までに、全ての部活動におけ
る休日の地域展開を目指し、後期である令和11年
度から13年度には、平日も含めた地域クラブの拡
充や持続可能な運営に向けた改革を進めるなど、明
確な目標を盛り込んだ県推進計画の改定が２月27
日に発表されています。
　こうした動向を踏まえ、本年１月に開催された大
洲市地域部活動推進協議会において、本市としての
地域展開に関する一定の方向性が決定され、２月に
教育委員会に提言書が提出されました。提言の内容
は、休日の部活動は令和10年度の総合体育大会終
了後廃止し、平日の部活動は運動部・文化部を問わ
ず令和12年の夏休みまでの廃止を目標としていま
す。また、休日・平日とも、体制等の整った部活動
から目標年度を待つことなく、順次地域展開を進め
ていくこととしています。

問  大洲市が認定したスポーツ少年団に対し、ボラ
ンティアで参加されているスタッフの方々への支援
ができないか、理事者の見解を伺いたい。
答  スポーツ少年団においては、指導者が有資格者

であることが大会参加の要件となるほか、少年団と
しての登録においても一定の資格が求められている
ことから、指導者の皆様が私費や団費等により資格
の取得・更新を行っている実情は、十分認識してい
ます。子どもたちが安全で質の高い指導を受けるた
めには、専門的知識や安全管理に関する資質を備え
た指導者の確保が不可欠であり、そのための資格取
得等に係る負担は大きいものと受け止めています。
　一方で、本市にはスポーツ少年団のみならず、多
様な各種競技団体等が子どもたちのスポーツ活動を
支えており、支援の在り方については公平性を十分
に踏まえる必要があると考えています。そのため、
現段階においては施設使用料の減免や大会運営に係
る活動助成など、既存の支援策を継続し、指導者の
皆様の負担軽減に努めたいと考えています。

問  山鳥坂ダムは令和14年度に完成予定となって
いるが、周辺地域の地域振興についてどういったビ
ジョンを持っているのか、見解を伺いたい。
答  山鳥坂ダムの建設により、特に水源地域となる
岩谷地区においては生活環境が著しく変化し、地域
コミュニティの形成にも大きな影響が生じており、
住民の皆様には大変御迷惑をおかけしています。
　このようなことから、本市では平成25年２月に
地域振興計画を策定し、また国土交通省及び愛媛県
においては同年８月に水源地域整備計画を策定・決
定し、付替県道等の道路整備、市営住宅やコミュニ
ティセンターの建て替え等により、生活環境の再生
に努めてきました。
　また、令和６年度からは河辺川流域の地域振興に
ついて、愛媛大学及び国、県、市の関係者並びに地
域活性化団体等で構成する山鳥坂ダム水源地域ビ
ジョン検討会により、山鳥坂ダム周辺地域の活性化
策について協議を進めています。地域振興ビジョン
については、検討会において今後河辺川流域にお住
まいの方々の意見を伺いながら、流域の目指すべき
将来像と実現に向けた方策について検討を進め、令
和14年度までに取りまとめる計画としています。

笹木　健吾 議員
（一問一答方式）

中学校部活動の地域展開の現状について

肱川・河辺地域の地域振興について

スポーツ少年団に対する支援について

①子どもたちをとりまく
　スポーツ環境について
②山鳥坂ダム周辺の地域振興・
　観光振興について


